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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】建物のエネルギー使用を最適化及び制御するた
めの方法であって、以下を含む方法を提供する。
【解決手段】第一コンピューティングデバイスが、建物
のエネルギーの特性と建物の場所に関連した気象データ
とに基づいて、建物に関する１組の熱応答係数を生成す
るステップ３０２、第一コンピューティングデバイスが
、組の熱応答係数と建物の場所に関連した気象予報とに
基づいて、建物のエネルギー応答を予想するステップ３
０４、第一コンピューティングデバイスが、建物に関連
するエネルギー消費コストに基づいて、建物の最小エネ
ルギー要求量を選択するステップ３０６、第一コンピュ
ーティングデバイスが、エネルギー応答と最小エネルギ
ー要求量とに基づいて建物に関する１以上の温度設定ポ
イントを決定するステップ３０８、及び第一コンピュー
ティングデバイスが、１以上の温度設定ポイントを建物
のサーモスタットに伝送するステップ３１０。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための方法であって、以下を含む該方法：
　　第一コンピューティングデバイスが、前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所
に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成するステ
ップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所
に関連した気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー応答を予想するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物に関連するエネルギー消費コスト
に基づいて、前記建物の最小エネルギー要求量を選択するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記エネルギー応答と前記最小エネルギー
要求量とに基づいて前記建物に関する１以上の温度設定ポイントを決定するステップ；及
び
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記１以上の温度設定ポイントを前記建物
のサーモスタットに伝送するステップ。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記組の熱応答係数を生成するステップが、前記建物
の物理的データに更に基づく該方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記物理的データが以下のうち少なくとも１つを含む
該方法：サーマルマス、隙間風、窓の相対面積、断熱量、建築材料、前記建物の隙間風、
及び関連するＨＶＡＣシステムの効率。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記予想されたエネルギー応答を、既定の基準に基づ
いてランク付けするステップを更に含む該方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、エネルギー応答を予想するステップが、前記建物に関
連する前記エネルギー消費コストに更に基づく該方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、前記エネルギー消費コストが、様々な外部の温度に対
して前記建物の温度を変化させるのに必要な電力量を表す該方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記エネルギーの特性が前記建物内の温度と前記建物
のＨＶＡＣシステムの状態を含み、前記ＨＶＡＣシステムが１以上の段階加熱又は冷却ユ
ニットを含む該方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、前記最小エネルギー要求量が前記建物でのＨＶＡＣシ
ステム及び前記ＨＶＡＣシステムのデューティ比での電力消費量を含む該方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、１以上の温度設定ポイントを決定することが気象予報
データ、前記建物の利用者によってもたらされる快適嗜好性、又はこれら両方に更に基づ
く該方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　前記第一コンピューティングデバイスがユーザーに提示するために、前記予想された
エネルギー応答をリモート・コンピューティングデバイスに伝送するステップ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　前記リモート・コンピューティングデバイスから、前記ユーザーが行った入力に基づ
いて温度の好みの情報を受け取るステップ。
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【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、前記サーモスタットに伝送された前記１以上の温度設
定ポイントが、ある期間前記サーモスタットを制御するためのスケジュールを含む該方法
。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイスが、リモートセ
ンサのネットワークから前記気象データを受信するステップを更に含む該方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、前記気象データがリアルタイムで受信される該方法
。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイスが前記建物内の
ＨＶＡＣシステムに接続された装置から前記サーモスタットデータを受信するステップを
更に含む方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、前記サーモスタットデータを既定の時間間隔で受信
する該方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法であって、前記サーモスタットデータをリアルタイムで受信す
る該方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイスがエラー訂正の
ために前記生成した組の熱応答係数を調節するステップを更に含む方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法であって、前記調節することが、前記生成した組の熱応答係数か
ら、異常なものをフィルタリングすることを含む該方法。
【請求項２０】
　請求項１に記載の方法であって、前記気象データが前記建物の前記場所の現在の気象条
件、前記建物の前記場所の予想気象条件、前記建物の前記場所での太陽負荷、又は任意の
これらの組合せを含む該方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　前記第一コンピューティングデバイスが前記建物の前記予想されたエネルギー応答を
、１以上の他の建物の予想されたエネルギー応答と比較するステップ；及び
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物の前記予想されたエネルギー応答
を、前記比較に基づいてランク付けするステップ。
【請求項２２】
　請求項１に記載の方法であって、前記選択された最適のエネルギー要求が前記建物の利
用者によって提供された快適嗜好性に少なくとも基づき、
　前記方法が更に以下のステップを含む該方法：
　　第二のコンピューティングデバイスが、１以上の温度設定ポイントを決定するステッ
プであって、該ポイントは、より少ないエネルギー使用のために前記建物の前記エネルギ
ー応答を変更し、前記快適嗜好性から多様化するステップ；及び
　　第二のコンピューティングデバイスが前記決定された温度設定ポイントを前記建物の
前記サーモスタットへ伝送するステップ。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法であって、前記第二のコンピューティングデバイスがエネルギ
ー提供者によって操作される該方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイス及び前記第二
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のコンピューティングデバイスが同一のデバイスである該方法。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の方法であって、より少ないエネルギー使用のために前記建物の前記
エネルギー応答を変更することによって節約されたエネルギー量を決定するステップを更
に含む方法。
【請求項２６】
　請求項２２に記載の方法であって、節約された前記エネルギー量を、対応するエネルギ
ー消費コストに変換するステップを更に含む方法。
【請求項２７】
　請求項１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　建物に供給するために利用可能なエネルギーの価格を前記第一コンピューティングデ
バイスが決定するステップ；
　　前記エネルギー応答及び前記最小エネルギー要求量に基づいて、前記建物に関連し且
つ保存されたエネルギー量を前記第一コンピューティングデバイスが決定するステップ；
及び
　　前記建物の前記サーモスタットに対するエネルギー消費アクションを、前記保存され
たエネルギー量及び前記エネルギーの価格に基づいて、前記第一コンピューティングデバ
イスが伝送するステップ。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の方法であって、前記保存されたエネルギー量が、所与の期間中の異
なるポイントで決定される該方法。
【請求項２９】
　請求項１に記載の方法であって、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成することが
、更にスマートメーターのデータに基づく該方法。
【請求項３０】
　請求項１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む方法：
　　前記サーモスタットが受け取った前記１以上の温度設定ポイントに基づいて、前記建
物内の温度作用装置の使用を制御するステップ。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の方法であって、前記温度作用装置が、ファン、加湿器及びライトシ
ェイドを含む該方法。
【請求項３２】
　建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのコンピュータ化されたシステムであ
って、以下を含む該システム：
　第一コンピューティングデバイスであって、以下を行うように構成される該デバイス：
　　前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、
前記建物に関する１組の熱応答係数を生成すること；
　　前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所に関連した気象予報とに基づいて、前記建
物のエネルギー応答を予想すること；
　　前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、最小エネルギー要求量を選択
すること；
　　前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以
上の温度設定ポイントを決定すること；及び
　　前記１以上の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送すること。
【請求項３３】
　コンピュータ・プログラム製品であって、非一時的コンピュータ可読記憶媒体で具現化
される製品であり、建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための製品であり、前記
コンピュータ・プログラム製品は、動作可能な指示を含み、該指示は、データ処理装置に
以下のことを行わせる、該製品：
　　前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、
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前記建物に関する１組の熱応答係数を生成すること；
　　前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所に関連した気象予報とに基づいて、前記建
物のエネルギー応答を予想すること；
　　前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、最小エネルギー要求量を選択
すること；
　　前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以
上の温度設定ポイントを決定すること；及び
　　前記１以上の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送すること。
【請求項３４】
　建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのシステムであって、以下の手段を備
えるシステム：
　　前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、
前記建物に関する１組の熱応答係数を生成するための手段；
　　前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所に関連した気象予報とに基づいて、前記建
物のエネルギー応答を予想するための手段；
　　前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、前記建物の最小エネルギー要
求量を選択するための手段；
　　前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以
上の温度設定ポイントを決定するための手段；及び
　　前記１以上の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送するための手段。
【請求項３５】
　　建物内の保存されたエネルギーをコンピューティングする方法であって、以下のステ
ップを含む該方法：
　　第一コンピューティングデバイスが、建物に供給するために利用可能なエネルギーの
価格を決定するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物のエネルギーの特性と前記建物の
場所に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成する
ステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所
に関連した気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー応答を予想するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物に関連するエネルギー消費コスト
に基づいて、前記建物の最小エネルギー要求量を選択するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記エネルギー応答と前記最小エネルギー
要求量とに基づいて前記建物に関する１以上の温度設定ポイントを決定するステップ；及
び
　　前記第一コンピューティングデバイスが前記１以上の温度設定ポイントを前記建物の
サーモスタットに伝送するステップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、概して建物のエネルギー消費の最適化及び制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　気象は、家庭のエネルギー要求に最も大きく影響を与える変数である。多くの家庭では
、標準的なサーモスタットを備えており、冷暖房を制御している。ここで、利用者（居住
者）は、気象条件にそった温度調整を手動で行うか、又は既定のスケジュールに基づいて
サーモスタットが自動的に温度調整を行うかのいずれかが行われる。温度の自動調整は、
あるユーティリティによって実行され、該ユーティリティは家庭に電力を供給する。しか
し、こうした調整は、その家庭の正確な場所についての不完全又は不正確な気象情報に基
づいて行われることが多い。また、利用者の個人的な好みを考慮しない。更には、一般的
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に、こうしたシステムは、サーモスタットが設置される特定の建物の熱特性を考慮にいれ
ることができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　その結果、こうしたシステムでは、予想される気象条件や家庭のエネルギー特性に基づ
いて予め加熱（暖房）及び／又は冷却（冷房）を行うのではなく、現時点での気象条件や
家庭の温度ニーズに反応してしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明の概要
　本明細書に記載の技術は建物（例えば、家庭）のエネルギー使用を最適化することに関
する。該最適化は、現地の気象予報条件に応答して、及び要求応答イベントが予想される
際に、建物のサーモスタットを動的に制御して、予め建物の加熱及び／又は冷却を行うこ
とによってなされる。更には、前記技術は、効率的なエネルギー使用及び監視を促進しつ
つも、建物利用者にとって所望の快適レベルを維持するという利点をもたらす。
【０００５】
　一態様において、本発明は、建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための方法を
特徴とする。第一コンピューティングデバイスは、前記建物のエネルギーの特性と前記建
物の場所に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成
する。前記第一コンピューティングデバイスは、前記組の熱応答係数と前記建物の前記場
所に関連した気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー応答を予想する。前記第一コ
ンピューティングデバイスは、前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、前
記建物の最小エネルギー要求量を選択する。前記第一コンピューティングデバイスは、前
記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以上の温
度設定ポイントを決定する。前記第一コンピューティングデバイスは、前記１以上の温度
設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送する。
【０００６】
　本発明の別態様において、本発明は、建物のエネルギー消費を最適化及び制御するため
のシステムを特徴とする。システムは第一コンピューティングデバイスを含み、該デバイ
スは以下を行うように構成される：前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連
した気象データとに基づいて、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成すること。第一
コンピューティングデバイスは以下を行うように構成される：前記組の熱応答係数と前記
建物の前記場所に関連した気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー応答を予想する
こと。第一コンピューティングデバイスは以下を行うように構成される：前記建物に関連
するエネルギー消費コストに基づいて、最小エネルギー要求量を選択すること。第一コン
ピューティングデバイスは以下を行うように構成される：前記エネルギー応答と前記最小
エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以上の温度設定ポイントを決定するこ
と。第一コンピューティングデバイスは以下を行うように構成される：前記１以上の温度
設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送すること。
【０００７】
　別態様において、本発明はコンピュータ・プログラム製品を特徴とする。該製品は非一
時的コンピュータ可読記憶媒体において具現化され、建物のエネルギー消費を最適化及び
制御するための物である。コンピュータ・プログラム製品は、動作可能な指示を含み、該
指示は、データ処理装置に以下のことを行わせる：前記建物のエネルギーの特性と前記建
物の場所に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成
すること。コンピュータ・プログラム製品は、動作可能な指示を含み、該指示は、データ
処理装置に以下のことを行わせる：前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所に関連した
気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー応答を予想すること。コンピュータ・プロ
グラム製品は、動作可能な指示を含み、該指示は、データ処理装置に以下のことを行わせ
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る：前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、最小エネルギー要求量を選択
すること。コンピュータ・プログラム製品は、動作可能な指示を含み、該指示は、データ
処理装置に以下のことを行わせる：前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに
基づいて前記建物に関する１以上の温度設定ポイントを決定すること。コンピュータ・プ
ログラム製品は、動作可能な指示を含み、該指示は、データ処理装置に以下のことを行わ
せる：前記１以上の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送すること。
【０００８】
　別態様において、本発明は建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのシステム
を特徴とする。システムは以下の手段を備える：前記建物のエネルギーの特性と前記建物
の場所に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成す
るための手段。システムは以下の手段を備える：前記組の熱応答係数と前記建物の前記場
所に関連した気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー応答を予想するための手段。
システムは以下の手段を備える：前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、
前記建物の最小エネルギー要求量を選択するための手段。システムは以下の手段を備える
：前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以上
の温度設定ポイントを決定するための手段。システムは以下の手段を備える：前記１以上
の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送するための手段。
【０００９】
　別態様において、本発明は、建物内の保存されたエネルギーをコンピューティングする
方法を特徴とする。第一コンピューティングデバイスは、前記建物に供給するために利用
可能なエネルギーの価格を決定する。前記第一コンピューティングデバイスは、前記建物
のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関
する１組の熱応答係数を生成する。前記第一コンピューティングデバイスは、前記組の熱
応答係数と前記建物の前記場所に関連した気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー
応答を予想する。前記第一コンピューティングデバイスは、前記建物に関連するエネルギ
ー消費コストに基づいて、前記建物の最小エネルギー要求量を選択する。前記第一コンピ
ューティングデバイスは、前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて
前記建物に関する１以上の温度設定ポイントを決定する。前記第一コンピューティングデ
バイスは、前記１以上の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送する。
【００１０】
　全ての上述した態様は以下に述べる１以上の特徴を含むことができる。幾つかの実施形
態において、前記組の熱応答係数を生成するステップが、前記建物の物理的データに更に
基づく。幾つかの実施形態において、前記物理的データが以下のうち少なくとも１つを含
む：サーマルマス、隙間風、窓の相対面積、断熱量、前記建物の隙間風、建築材料、及び
関連するＨＶＡＣシステムの効率。幾つかの実施形態において、前記予想されたエネルギ
ー応答を、既定の基準に基づいてランク付けする。
【００１１】
　幾つかの実施形態において、エネルギー応答を予想することが、前記建物に関連する前
記エネルギー消費コストに更に基づく。幾つかの実施形態において、前記エネルギー消費
コストが、様々な外部の温度に対して前記建物の温度を変化させるのに必要な電力量を表
す。幾つかの実施形態において、前記エネルギー特性が前記建物内の温度と前記建物のＨ
ＶＡＣシステムの状態を含み、前記ＨＶＡＣシステムが１以上の段階加熱又は冷却ユニッ
トを含む。
【００１２】
　幾つかの実施形態において、前記最小エネルギー要求量が前記建物でのＨＶＡＣシステ
ム及び前記ＨＶＡＣシステムのデューティ比での電力消費量を含む。幾つかの実施形態に
おいて、１以上の温度設定ポイントを決定することが気象予報データ、前記建物の利用者
によってもたらされる快適嗜好性、又はこれら両方に更に基づく。幾つかの実施形態にお
いて、前記第一コンピューティングデバイスがユーザーに提示するために、前記予想され
たエネルギー応答をリモート・コンピューティングデバイスに伝送する。幾つかの実施形
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態において、前記リモート・コンピューティングデバイスが、前記ユーザーが行った入力
に基づいて温度の好みの情報を受け取る。
【００１３】
　幾つかの実施形態において、前記サーモスタットに伝送された前記１以上の温度設定ポ
イントが、ある期間前記サーモスタットを制御するためのスケジュールを含む。幾つかの
実施形態において、前記第一コンピューティングデバイスが、リモートセンサのネットワ
ークから前記気象データを受信する。幾つかの実施形態において、前記気象データがリア
ルタイムで受信される。
【００１４】
　幾つかの実施形態において、前記第一コンピューティングデバイスが前記建物内のＨＶ
ＡＣシステムに接続された装置から前記サーモスタットデータを受信する。幾つかの実施
形態において、前記サーモスタットデータを既定の時間間隔で受信する。幾つかの実施形
態において、前記サーモスタットデータをリアルタイムで受信する。
【００１５】
　幾つかの実施形態において、前記第一コンピューティングデバイスがエラー訂正のため
に前記生成した組の熱応答係数を調節するステップを更に含む。幾つかの実施形態におい
て、前記調節することが、前記生成した組の熱応答係数から、異常なものをフィルタリン
グすることを含む。幾つかの実施形態において、前記気象データが前記建物の前記場所の
現在の気象条件、前記建物の前記場所の予想気象条件、前記建物の前記場所での太陽負荷
、及び任意のこれらの組合せを含む。
【００１６】
　幾つかの実施形態において、前記第一コンピューティングデバイスが前記建物の前記予
想されたエネルギー応答を、１以上の他の建物の予想されたエネルギー応答と比較する。
そして、前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物の前記予想されたエネルギー
応答を、前記比較に基づいてランク付けする。
【００１７】
　幾つかの実施形態において、前記選択された最適のエネルギー要求量が前記建物の利用
者によって提供された快適嗜好性に少なくとも基づく。第二のコンピューティングデバイ
スが、１以上の温度設定ポイントを決定し、該ポイントは、より少ないエネルギー使用の
ために前記建物の前記エネルギー応答を変更し、前記快適嗜好性から多様化する；そして
、第二のコンピューティングデバイスが前記決定された温度設定ポイントを前記建物の前
記サーモスタットへ伝送する。幾つかの実施形態において、前記第二のコンピューティン
グデバイスがエネルギー提供者によって操作される。幾つかの実施形態において、前記第
一コンピューティングデバイス及び前記第二のコンピューティングデバイスが同一のデバ
イスである。
【００１８】
　幾つかの実施形態において、より少ないエネルギー使用のために前記建物の前記エネル
ギー応答を変更したことによって節約されたエネルギー量を決定する。幾つかの実施形態
において、節約された前記エネルギー量を、対応するエネルギー消費コストに変換する。
【００１９】
　幾つかの実施形態において、建物に供給するために利用可能なエネルギーの価格を前記
第一コンピューティングデバイスが決定する。そして、前記エネルギー応答及び前記最小
エネルギー要求量に基づいて、前記建物に関連し且つ保存されたエネルギー量を前記第一
コンピューティングデバイスが決定する。さらに、前記建物の前記サーモスタットに、エ
ネルギー消費アクションを、前記保存されたエネルギー量及び前記エネルギーの価格に基
づいて、前記第一コンピューティングデバイスが伝送する。 幾つかの実施形態において
、前記保存されたエネルギー量が、所与の期間中の異なるポイントで決定される。
【００２０】
　幾つかの実施形態において、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成することが、更
にスマートメーターのデータに基づく。幾つかの実施形態において、前記サーモスタット
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が受け取った前記１以上の温度設定ポイントに基づいて、前記建物内の温度作用装置の使
用を制御する。幾つかの実施形態において、前記温度作用装置が、ファン、加湿器及びラ
イトシェイド（ｌｉｇｈｔ　ｓｈａｄｅｓ）を含む。
【００２１】
　本発明の他の態様及び利点は、以下の詳細な説明から明らかとなろう。以下の説明は、
添付図に関連して行われる。これらは、例示的な意味合いでのみ、本発明の原理を説明す
るものである。
【００２２】
　上述した本発明の利点は、更なる利点とともに、添付図に関連する以下の説明を参照す
ることによりより深く理解できる。図は必ずしも実際の大きさとは限らない。代わりに本
発明の原理を説明する際に概して強調される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのシステムのブロック図である
。
【図２】建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのサーバー・コンピューティン
グ・デバイスの詳細なブロック図である。
【図３】建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための方法のフロー図である。
【図４】実際の電力使用及び温度読取値と比較した、且つシステムの予想により決定され
た電力使用量及び温度読取値を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
詳細な説明
　図１は、建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのシステム（１００）のブロ
ック図である。システム（１００）は、以下を含む：サーバー・コンピューティング・デ
バイス（１０２）、通信ネットワーク（１０４）、建物の加熱装置及び／又は冷却装置を
制御するサーモスタット装置（１０６）、及びクライアント・コンピューティングデバイ
ス（１０８）。サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、外部ソースから
データを受信する（例えば、気象データ、サーモスタットデータ）。そして、特定の建物
に関するエネルギー応答の特性及びエネルギー要求量を決定する。サーバー・コンピュー
ティング・デバイス（１０２）は、建物に関する温度設定ポイントを決定する。そして、
設定ポイントをサーモスタット（１０６）にネットワーク（１０４）を介して伝送する。
その結果、サーモスタットは、建物の加熱／冷却条件を適切に調節することができる。ま
た、サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、クライアント・コンピュー
ティングデバイス（１０８）とネットワーク（１０４）を介して対話し、ポータルを提供
する（例えば、ウェブ・ブラウザ・インターフェース）。該ポータルを通して、ユーザー
は建物（例えば、ユーザーの家）のエネルギー応答特性とエネルギー要求量を閲覧できる
。また、ユーザー例えばサーモスタット（１０６）に関する温度設定ポイントを手動で調
節することができる。そして、ユーザーの加熱／冷却の嗜好性についての快適プロファイ
ルを設定することができる。その結果、サーバー・コンピューティング・デバイス（１０
２）は、快適プロファイルに基づいてサーモスタット（１０６）を自動的に調整すること
ができる。
【００２５】
　図２は、建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのサーバー・コンピューティ
ング・デバイス（１０２）の詳細ブロック図である。サーバー・コンピューティング・デ
バイス（１０２）は、以下を含む：データ受信モジュール（２０２）、データストレージ
（２０４）、係数モデラー（２０６）、予想結果モジュール（２０８）、最適化及びスケ
ジューリング・モジュール（２１０）、データ検証モジュール（２１２）、送信モジュー
ル（２１４）、並びにウェブ・インターフェース・モジュール（２１６）。図２は、単一
のサーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）内の物として構成要素（例えば、
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（２０２）、（２０４）、（２０６）、（２０８）、（２１０）、（２１２）、（２１４
）及び（２１６））を図示しているが、幾つかの実施形態において、本発明の思想又は範
囲から逸脱することなく、構成要素は、異なる物理的装置に分散されることを理解された
い。また、構成要素が異なる物理的装置上に分散された幾つかの実施形態において、これ
らの装置は、同一の場所に存在してもよいし、異なる物理的な場所に散在してもよい。
【００２６】
　データ受信モジュール（２０２）は、外部のデータソース（例えば、気象データベース
、エネルギー提供者及び建物サーモスタット）と、サーバー・コンピューティング・デバ
イス（１０２）のデータストレージ（２０４）との間のインターフェースを提供する。デ
ータ受信モジュール（２０２）は、大気条件及び気象に関連するデータを様々な外部のデ
ータ集合及び／又はモニタリング・システム（例えば、ＮＷＳ、ＮＯＡＡ、アース・ネッ
トワークス・ウェザー・ネットワーク）から受信する。他の情報ソースとしては、以下の
ものが含まれるがこれらに限定されない：政府機関及び第三者の私会社。大気条件及び気
象データとしては、以下のものが含まれるがこれらに限定されない：現在の条件について
の情報、予報情報及び気象の警告についての情報。大気条件及び気象データは、場所ごと
にカテゴリー化することができる（例えば、郵便番号、又はＧＰＳ座標）。データ受信モ
ジュール（２０２）は、様々な外部のデータシステム及びソースと、標準的な通信ネット
ワーク及び方法を介して通信する。
【００２７】
　また、データ受信モジュール（２０２）は、サーモスタット装置（例えば、サーモスタ
ット（１０６））から情報を受信する。該サーモスタット装置は建物内に配置され、建物
に関する加熱装置及び／又は冷却装置を制御する。例えば、サーモスタット（１０６）は
、建物の現在の稼働状態に関する特徴（例えば、現在の温度設定、加熱モード、冷却モー
ド、電力設定、効率条件）をサーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）に伝送
する。また、幾つかの実施形態において、データ受信モジュール（２０２）は、建物に配
置されたスマートメーター（例えば、電気メータ、ガスメータ、又は水道メータ）からの
情報を集める。スマートメーターは、エネルギー消費量を既定の間隔で（例えば、１時間
）記録し、建物にサービスを提供するユーティリティに記録情報を伝送する。データ受信
モジュール（２０２）は、記録された消費情報を受信することができる。そして、エネル
ギー使用量と他の種類のデータ（例えば、サーモスタットデータ、外部気象データ）とを
相関させて、外部の気象条件及びサーモスタット設定の調節の変化がエネルギー消費量に
どのような影響を与えるかを決定する。
【００２８】
　データ受信モジュール（２０２）は、受信した情報を、データストレージ（２０４）の
ストレージ、並びにモジュール（２０６）、（２０８）、（２１０）、（２１２）、（２
１４）及び（２１６）による処理に資するような形式で統合及び収集する。例えば、デー
タ受信モジュール（２０２）に接続された各データソースは、データを異なる文法及び／
又はデータ構造を用いて伝送することができる。データ受信モジュール（２０２）は、デ
ータのソースの理解に従って、入力データの構文解析を行い、データを再フォーマットす
る。その結果、データストレージ（２０４）並びにモジュール（２０６）、（２０８）、
（２１０）、（２１２）、（２１４）及び（２１６）が受容可能な文法又は構造に準拠す
ることとなる。幾つかの実施形態において、外部のデータソースは、標準的な形式（例え
ば、ＸＭＬ）で情報を送信し、データ受信モジュール（２０２）の必要な処理を減らす。
【００２９】
　データ受信モジュール（２０２）は、データをモジュール（２０６）、（２０８）、（
２１０）、（２１２）、（２１４）及び（２１６）に伝送するための準備の際に、データ
ストレージ（２０４）と通信して、外部ソースから受信したデータを保存及び検索する。
幾つかの実施形態において、データ受信モジュール（２０２）は、係数モデラー（２０６
）に通知を伝送し、データがデータストレージ（２０４）に保存されたこと、そして、係
数モデラー（２０６）による処理の準備ができたことを通知する。前記伝送には、データ
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ストレージ（２０４）内のデータの記憶場所の参照インジケータ（例えば、データベース
アドレス）が含まれる。
【００３０】
　データストレージ（２０４）はデータベース構造又は他の類似のデータ構造である。こ
れらには、ハードウェア（例えば、ディスク・ドライブ）、ソフトウェア（例えば、デー
タベース管理プログラミング）又はその両方が含まれる。前記構造は、データ受信モジュ
ール（２０２）が受信した情報を記憶する。また、データストレージ（２０４）はデータ
をモジュール（２０６）、（２０８）、（２１０）、（２１２）、（２１４）及び（２１
６）に提供する。そして、更新されたデータ及び分析内容を、モジュール（２０６）、（
２０８）、（２１０）、（２１２）、（２１４）及び（２１６）から受信する。
【００３１】
　係数モデラー（２０６）は、データストレージ（２０８）からの情報を検索し、建物の
エネルギー特性に関連する熱応答係数群を生成するモジュールである。モデラー（２０６
）は、建物の場所を決定する（例えば、建物の郵便番号を検索することにより）。幾つか
の実施形態において、モデラー（２０６）は、建物に関連する追加データを検索する（例
えば建物の物理的構造（例えば、建築材料）、太陽の方向及び負荷、サーマルマス、及び
隙間風）。幾つかの実施形態において、モデラー（２０６）は、建物の物理的構造、太陽
の方向及び負荷、サーマルマス、及び／又は隙間風を、建物の場所に基づいて推測する。
幾つかの実施形態において、モデラー（２０６）は、建物に関連するスマートメーターの
データを検索する。これらは、建物に設置されたスマートメーターからサーバー・コンピ
ューティング・デバイス（１０２）が収集する。幾つかの実施形態において、モデラー（
２０６）は、カンマ区切りの値の形式（．ｃｓｖ）ファイルで、データストレージ（２０
４）からデータを抽出する。
【００３２】
　この情報をもとに、モデラー（２０６）は建物についてのサーマル・プロファイルを決
定する。建物の場所に関する気象情報、建物に関する現在のサーモスタット設定、及び建
物に関連する他のデータ（例えば、スマートメーターのデータ）と関連して前記サーマル
・プロファイルを使用し、建物の加熱／冷却に影響する様々な特徴（例えば、サーマルマ
ス、太陽負荷、及び隙間風）及び建物での加熱／冷却装置によって消費されるエネルギー
量を基にして、モデラー（２０６）は、熱応答係数群を生成する。各熱応答係数群は、あ
る期間（例えば、ある時間、ある日数）にわたるその場所での気象条件を反映させて、異
なってもよい。モデラー（２０６）は、エネルギー使用、予報の精度、使用者の嗜好等を
考慮して、熱応答係数群をランク付けする。モデラー（２０６）は、システム（１００）
の他のモジュール（２０８）、（２１０）、（２１２）、（２１４）、（２１６）による
使用を目的として、前記ランク付けされた熱応答係数をデータストレージ（２０４）に伝
送する。
【００３３】
　最適化及びスケジューリングモジュール（２１０）は、ランク付けされた熱応答係数を
、追加情報（例えば、建物の場所に関連する気象予報及び建物に関連する使用者の嗜好プ
ロファイル）とともに、データストレージ（２０４）から検索する。また、幾つかの実施
形態において、最適化及びスケジューリングモジュール（２１０）は、現在のエネルギー
価格と、見積エネルギー価格を検索する（例えば、データストレージ（２０４）から、又
は外部のデータソース（例えばユーティリティ会社）から検索する）。最適化及びスケジ
ューリングモジュール（２１０）は、予想結果モジュール（２０８）に情報を伝送する。
【００３４】
　予想結果モジュール（２０８）は、その場所の現在の気象条件及び予報気象条件並びに
各熱応答係数群に基づいて、建物のサーモスタット（例えば、サーモスタット（１０６）
）のための一連の温度設定ポイントを生成する。また、予想結果モジュール（２０８）は
、加熱／冷却装置が設置された建物に関する電力使用の見積もり、デューティ比、及び建
物内温度予想を、一連の温度設定ポイントに基づいて生成する。また、幾つかの実施形態
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において、予想結果モジュール（２０８）は、現在のエネルギー価格を前記決定処理に取
り込むことによって、一連の温度設定ポイントに関連する見積エネルギーコストを生成す
ることができる。
【００３５】
　最適化及びスケジューリングモジュール（２１０）は、一連の温度設定ポイントを予想
結果モジュール（２０８）から受信する。そして、追加因子（例えば、予想された要求応
答イベント及び／又は使用者の嗜好性）に基づいて結果を最適化する。例えば、気象予報
で、外の温度が午前８：３０での７０°Ｆから、午前１１：００で９０°Ｆへ上昇するで
あろうと予報された場合、最適化及びスケジューリングモジュール（２１０）は、エアコ
ンシステムにその時点で電力供給するためにエネルギーの要求量が上昇するであろうとい
う決定を行う。また、最適化及びスケジューリングモジュール（２１０）はエネルギー価
格がその時点で上昇するであろうということも決定する。その結果、最適化及びスケジュ
ーリングモジュール（２１０）は、一連の温度設定ポイントを調節し、追加冷却（即ち、
予冷）を、家庭に対して、早朝の時間に（例えば、８：３０）行う。その結果、家庭のエ
アコンは、外の温度が更に暑くなる午前１１：００までの長さで稼働させる必要がなくな
る。また、最適化及びスケジューリングモジュール（２１０）は、午前８：３０時点での
エネルギー価格が、午前１１：００時点での予想コストより低いことを認識しており、そ
こで、早朝にエネルギー消費を上昇させることで、更に遅い時間である午前１１：００で
更にエネルギーを消費する場合と比べて、コスト節約を達成する。
【００３６】
　一旦、最適化及びスケジューリングモジュール（２１０）が一連の温度設定ポイントを
調節すると、モジュール（２１０）は、一連の温度設定ポイントをデータストレージ（２
０４）に伝送する。データストレージ（２０４）は一連の温度設定ポイントを送信モジュ
ール（２１４）に伝送する。該モジュールは、温度設定ポイントを、建物内のサーモスタ
ット（１０６）に伝達する。温度設定ポイントは、所与の期間（例えば、１日）について
、サーモスタット（１０６）のためのターゲット温度のスケジュールを提供する。サーモ
スタット（１０６）は、エネルギー効率の上昇を達成するための温度設定ポイントのスケ
ジュール、及び要求応答イベントの予想に従って加熱及び／又は冷却を行うことができる
。
【００３７】
　また、サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）はデータ検証モジュール（
２１２）を含む。データ検証モジュール（２１２）は、以前の期間からの建物のためのエ
ネルギー使用データを検索し、その使用データを、同期間でのシステム（１００）が予想
した内容と比較する。例えば、データ検証モジュール（２１２）が、顧客の家庭のエネル
ギー使用データ（例えば、スマートメーター又はユーティリティから提供される）をある
特定の日について検索する。また、データ検証モジュール（２１２）は、モデラー（２０
６）、予想結果モジュール（２０８）並びに最適化及びスケジューリングモジュール（２
１０）によって行われた決定に基づいて予想された同日のエネルギー使用を検索する。デ
ータ検証モジュール（２１２）は、２つのエネルギー使用値を比較し（実際の値　ｖｓ．
予想値）、ずれが発生しているかどうかを決定する。前記比較に基づいて、データ検証モ
ジュール（２１２）は、エネルギー使用節約データを提供することができ、これらは顧客
に提示することができる（例えば、ウェブ・インターフェース・モジュール（２１６）を
介して）。幾つかの実施形態において、データ検証モジュール（２１２）は、追加の方法
を使用して、エネルギー節約を決定する。例えば、データ検証モジュール（２１２）は、
以下の２つの間での建物のエネルギー使用を比較することができる：（ｉ）最適化及びス
ケジューリングモジュール（２１０）が建物のサーモスタットのための温度設定ポイント
スケジュールを調節しなかった場合の日；及び（ｉｉ）最適化及びスケジューリングモジ
ュール（２１０）が温度設定ポイントスケジュールを調節した場合の日。データ検証モジ
ュール（２１２）は、チャート及び他のレポートを生成することができる。これらは、最
適化及びスケジューリングモジュール（２１０）が稼働した際に達成されたエネルギーの
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節約を示す。更には、データ検証モジュール（２１２）が生成した比較情報は、モデラー
（２０６）が生成した係数モデルの精度を高めて、更に高い精度及び更に良好な効率性を
達成するために使用される。
【００３８】
　また、サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、ウェブ・インターフェ
ース・モジュール（２１６）を含む。ウェブ・インターフェース・モジュール（２１６）
は、クライアント装置（例えば、図１のクライアント装置（１０８））からの接続要求を
受信するように構成される。そして、建物に関連したサーマル・プロファイル情報にアク
セス及び更新を行うためのクライアント装置用のポータルを提供する。例えば、家屋所有
者は、システム（１００）を用いて登録を行うことができ、また、クライアント装置（１
０８）上のウェブ・ブラウザを介してウェブ・インターフェース・モジュール（２１６）
に接続することができる。ログインすると、家屋所有者にはポータルが提示され、該ポー
タルは以下を含む：家屋所有者の家庭の現在のエネルギー特性に関する様々な情報、並び
に家屋所有者の家庭の内部温度についての快適嗜好性を家屋所有者が確立及び変更するこ
とを可能にする相互作用特性。幾つかの実施形態において、ポータルは、家庭エネルギー
監査機能を含む。該機能は、システム（１００）内に保存されたデータ（例えば、サーマ
ル・プロファイル、エネルギー使用量、気象条件）に作用する。そして、類似のサーマル
特性及び／又はエネルギー消費特性を共有する他の建物と、家屋所有者の住居との比較を
行う。家屋所有者は、家屋所有者の地域の他の家庭又は建物に対する、家屋所有者の家庭
の相対的なエネルギー使用量を決定することができる。また、家庭エネルギー監査に基づ
いて、ポータルは、建物のエネルギー効率を向上させるためのカスタマイズした提案リス
トや及び優先順位付けした提案リストも提供することができる。
【００３９】
　図３は、建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための方法（３００）のフロー図
である。サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、係数モデラー（２０６
）を用いる。そして、建物のエネルギー特性及び建物の場所に関連した気象データに基づ
き、建物に関する１組の熱応答係数を生成する（３０２）。サーバー・コンピューティン
グ・デバイス（１０２）は、最適化及びスケジューリングモジュール（２１０）並びに予
想結果モジュール（２０８）を用いる。そして、前記組の熱応答係数及び建物の場所に関
連する予想された気象条件に基づいて、建物のエネルギー応答を予想する（３０４）。
【００４０】
　サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、最適化及びスケジューリング
モジュール（２１０）並びに予想結果モジュール（２０８）を用いる。そして、建物に関
連するエネルギー消費コストに基づく、建物の最小エネルギー要求量を選択する（３０６
）。サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、最適化及びスケジューリン
グモジュール（２１０）並びに予想結果モジュール（２０８）を用いる。そして、エネル
ギー応答及び最小エネルギー要求量に基づいて、建物に関する１以上の温度設定ポイント
を決定する（３０８）。サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、データ
検証モジュール（２１２）を用いる。そして、建物に関する以前の日のエネルギー使用量
を、モデラー（２０６）及び予想結果モジュール（２０８）が提供する予想エネルギー使
用量と比較し、エネルギー使用量のずれと、潜在的なエネルギー節約量を決定する。サー
バー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、送信モジュール（２１４）を使用し
、１以上の温度設定ポイントを建物のサーモスタット（１０６）に伝送する（３１０）。
【００４１】
　幾つかの実施形態において、本明細書に記載の技術は、地元又は地域のユーティリティ
及びサービス提供者に関連して、要求応答イベントを実行するために使用される。システ
ム（１００）の予想としてのモデリング及びサーモスタット制御の特徴は、以下のために
行使することができる：ユーティリティによって特定される潜在的な要求応答イベントへ
の準備をするため；及び、システムに接続された建物によるエネルギー消費を、ピーク要
求時間からより低い要求時間へシフトするため、そして、それによって、ユーティリティ
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へのエネルギー要求負荷を減らし、潜在的にエネルギーを建物へより低いコストで提供す
るため。
【００４２】
　例えば、予想としてのモデリング、温度設定ポイント生成、及び関連分析に基づいて、
サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、翌日以降のコースでは、特定量
のエネルギーを、システム（１００）に接続された建物が消費するように決定する。また
、サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、気象予報情報に基づいて、翌
日の２時間の枠内でエネルギーの要求イベントのピークが生じる可能性があると判断する
（例えば、外部の温度が低い／高いと予報されたこと、又は外部の温度についての予報変
化が原因となって）。サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、２時間の
枠内で潜在的に使用されるであろうエネルギー量を特定するため、該サーバー・コンピュ
ーティング・デバイス（１０２）は、幾つかの又は全てのサーモスタット（例えば、サー
モスタット（１０６））についての温度設定ポイントを先回りして調節することができ、
ピークの要求時間中、建物によるエネルギー消費を減少又は除外することができる。
【００４３】
　ユーティリティは、潜在的な要求応答イベントの事前警告を有さないことが多い。例え
ば、ユーティリティは、イベントが開始される一時間前になるまで、要求応答イベントの
予想を行わない可能性がある。ユーティリティが要求応答イベントに気が付いた時点で、
ユーティリティは、サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）に、これから生
じるイベントを知らせることができる。以前の分析に基づいて、サーバー・コンピューテ
ィング・デバイス（１０２）は、特定量のエネルギーをユーティリティに対してコミット
する。該エネルギーは、要求応答イベント中、システム（１００）の建物によって消費さ
れることはないであろう。もし、ユーティリティが、システム（１００）に対して、コミ
ットした量のエネルギーをユーティリティが必要とすることを通知した場合、サーバー・
コンピューティング・デバイス（１０２）が、調節された温度設定ポイントのスケジュー
ルを、接続されたサーモスタットに自動的に伝送する。該スケジュールは、ユーティリテ
ィに対してコミットされたエネルギー量分だけ、エネルギー消費を減少させる。
【００４４】
　また、サーバー・コンピューティング・デバイス（１０２）は、減少したエネルギー消
費を考慮してサーモスタットの温度設定ポイントのスケジュールを調節することができる
。一方で、使用者が望んだ温度、及び／又はスケジュールで指定された温度がおおよそ維
持される。例えば、もし、要求応答イベントの最中（例えば、夏の午後中ごろ）にエネル
ギーの消費を行わないようにサーモスタット（１０６）が調節されると、サーバー・コン
ピューティング・デバイス（１０２）が理解した場合、サーバー・コンピューティング・
デバイス（１０２）は、サーモスタット（１０６）用の温度設定ポイントスケジュールを
調節して、要求応答イベントの前に建物を事前冷却することができる。その結果建物の温
度は、イベントの最中、元々スケジュールされた値又はその付近となる。事前冷却によっ
て消費される追加エネルギーは、要求応答イベントの最中には発生しない。従って、ユー
ティリティに対する負荷が軽減され、使用者にとっては、潜在的なコスト削減となる。さ
らに、建物は、所望の／スケジュールされた温度を、イベント中、おおよそ維持する。
【００４５】
　ＨＶＡＣの操作専用の特定量のエネルギーを予想することのみならず、システム（１０
０）に接続された建物が消費するエネルギーの可能な予想手段を開発する際に、幾つかの
数学的アルゴリズムを用いることができる。
【００４６】
建物のエネルギーモデル予想
　一実施形態において、建物は、グレーボックスシステムとして表される。該システムで
は、全体の建物内の環境の感応性のある（ｓｅｎｓｉｂｌｅ）エネルギーと、構内を通過
したエネルギーのフローとのバランスをとる。こうしたタイプのモデリングは、壁を介し
た熱拡散、内側壁と外側壁との対流、日射量（ｓｏｌａｒ　ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ）、侵
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入、サーマルマス、及びＨＶＡＣシステムの性能（パフォーマンス）を考慮する。ＨＶＡ
Ｃの状態のデータはインターネットに接続されたサーモスタットから手に入る。そして、
電子データは、スマートメーターから手に入る。
【００４７】
　壁内の一時的な温度は、明示的な三重対角行列アルゴリズムを用いて、均一な特性を持
つ壁内での複数のノードの温度を求めることによって説明される。モデルへの入力には以
下のものが含まれる：地元の気象局からの建物外温度、日射量（ｓｏｌａｒ　ｉｎｓｏｌ
ａｔｉｏｎ）、及び風速データ　、インターネットに接続されたサーモスタットからの建
物気温、及びＨＶＡＣ状態データ、並びにスマートメーターからの電気データ。建物の特
徴（例えば、断熱Ｒ値及び窓の比率）の詳細な測定を必要とする代わりとして、効果的な
パラメーター値はデータから計算される。
【００４８】
　例示的な解法技術では、遺伝的アルゴリズムを用いることから構成され、モデル化され
た建物内の気温を測定温度に適合させる最小二乗法曲線を得る。パラメーターは、定期的
に更新され、気象及び建物状態の変化を考慮する。エネルギー予想は、以下を用いたモデ
ルを実行することによって行われる：気象予報データ、ユーザーのサーモスタット設定ポ
イント、及び、要求応答イベントの場合、展開するように提案された特定の戦略を反映す
るための更新された設定ポイント。
【００４９】
ＨＶＡＣ電力分散
　標準的なエアコンを稼働させるのに必要な電力は、一般的に外気温に依存する。エアコ
ンは、気化圧縮サイクルを用いており、エバポレーターにおいて建物内環境からの熱を吸
収することによって、且つ凝縮器において熱を建物外に排出することによって冷却を達成
する。凝縮器内でのこうした熱移動を達成するため、冷媒は、外気よりも熱い必要がある
。そして、現代的なシステムでは、エバポレーターと凝縮器の間の圧力差を調節すること
によって、外気温の変動を補正している。建物外温度が上昇した場合、こうした圧力差（
即ち、圧力比）は増加する必要があり、圧縮機がより多くの電力を必要とする。建物外温
度に伴う同じ電力変化は、ヒートポンプでも観察される。
【００５０】
　こうした温度依存性は、エアコン負荷を予想するのに重要であり、また、サーモスタッ
ト及びスマートメーターの電力データを用いて測定することができる。開発された例示的
な方法では、スマートメーターのデータをＨＶＡＣのＯＮ／ＯＦＦ期間とマッチさせ、お
およそのＨＶＡＣのＯＮ出力スパイクを決定する。こうした出力スパイクは、これらの外
気温に入る（ｂｉｎｎｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅｉｒ　ｏｕｔｄｏｏｒ　ａｉｒ　ｔｅｍｐｅｒ
ａｔｕｒｅ）。そして、入ったデータの直線的な減少は、ＨＶＡＣの電力曲線を作成する
ために使用される。こうした電力曲線は、ＨＶＡＣが所与の外気温データ又は予想値上に
あるときにはいつでも、負荷を近似するために使用することができる。
【００５１】
　図４は、例示的な期間にわたる例示的な建物についての実際の電力使用及び温度読取値
と比較しており、システム（１００）が予想したことによって決定される電力使用及び温
度読取値を表す図である。図４のグラフにおいて、線（４０２）は、平均の実際の電力使
用量を表す。線（４０４）は、システム（１００）が決定した平均の電力使用量の予想値
を表す。線（４０６）は、平均の実際の建物内の温度を表す。線（４０８）は、システム
（１００）が決定した平均の建物内温度の予想値を表す。図４に描いたデータは、要求応
答イベント最中にとらえたものである。図４に示すように、本明細書に記載の技術により
、建物内の家屋温度について、要求応答容量と要求応答の影響について正確に予想するこ
とができる。両電力（例えば、（４０２）、（４０４））及び建物内温度（例えば、（４
０６）、（４０８））に関する実際の値と予想値のずれが小さく、正確な予想を行う際の
システム（１００）の効果を示している。
【００５２】
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　上述した技術は、デジタル及び／若しくはアナログ電子回路、又はコンピューターハー
ドウェア、ファームウェア、ソフトウェア若しくはこれらの組合せで実装されることがで
きる。この実装は、データ処理装置（例えば、プログラマブルプロセッサ、コンピュータ
、及び／又は複数のコンピュータ）によって実行されるための、又は該データ処理装置の
操作を制御するための、コンピュータ・プログラム製品、即ち、機械可読記憶装置に具現
化されるコンピュータ・プログラムとすることができる。コンピュータ・プログラムは、
ソースコード、コンパイルコード、インタプリタコード及び／又は機械コードを含む、任
意の形のコンピュータ又はプログラミング言語で書かれることができ、該コンピュータ・
プログラムは、スタンドアロンプログラムとして、又は、コンピューティング環境におい
て使用するのに適したサブルーチン、エレメント、若しくは他のユニットとしてを含む、
任意の形でデプロイできる。コンピュータ・プログラムは、１台のコンピュータ又は１カ
所又は複数箇所で多数のコンピュータで実行されるように、デプロイされることもできる
。
【００５３】
　方法ステップは、コンピュータ・プログラムを実行して、入力データに関して操作する
こと及び／又は出力データを生成することによって、本発明の機能を実行する１つ又は複
数のプロセッサによって、実行されることができる。また、方法ステップは、専用論理回
路、例えば、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ
）、ＦＰＡＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ａｎａｌｏｇ　Ａｒｒａｙ）、
ＣＰＬＤ（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、
ＰＳｏＣ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ－ｏｎ－Ｃｈｉｐ）、ＡＳＩＰ（Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ－ｓｅｔ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａ
ｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）等によって、実行されることができ、装置は、該専用論理回路
として実装されることができる。サブルーチンは、記憶されたコンピュータ・プログラム
及び／若しくはプロセッサの一部、並びに／又は１つ又は複数の機能を実装する専用回路
を参照できる。
【００５４】
　コンピュータ・プログラムの実行に適したプロセッサは、一例として、汎用と専用の両
マイクロプロセッサ、及び任意の種類のデジタル又はアナログコンピュータの１台又は複
数のプロセッサを含む。一般的に、プロセッサは、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）若しくはＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）又は両方から、
命令及びデータを受信する。コンピュータの重要な要素は、命令を実行するプロセッサ、
並びに命令及び／又はデータを記憶する１個又は複数のメモリ装置である。キャッシュ等
のメモリ装置は、一時的にデータを記憶するのに使用されることができる。また、メモリ
装置は、長期間データを記憶するのに使用されることもできる。一般的に、コンピュータ
は、１台又は複数のデータ記憶用大容量記憶装置（例えば、磁気ディスク、光磁気ディス
ク、又は光ディスク）からデータを受信するように若しくは該大容量記憶装置にデータを
転送するように、又は受信転送両方を行うようにこれらを含み又は操作可能に結合される
。また、コンピュータは、通信ネットワークから命令（指示）及び／若しくはデータを受
信するために、並びに／又は命令及び／若しくはデータをネットワークに転送するために
、通信ネットワークに操作可能に結合されることができる。コンピュータ・プログラム命
令及びデータを具現化するのに適するコンピュータ可読記憶媒体は、あらゆる形の揮発性
及び非揮発性メモリを含むが、一例として、半導体記憶装置、例えばＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ
、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、及びフラッシュメモリ装置；磁気ディスク、例えば、内蔵
型ハードディスク又はリムーバブルディスク；光磁気ディスク；及び光ディスク、例えば
、ＣＤ、ＤＶＤ、ＨＤ－ＤＶＤ及びブルーレイディスク（登録商標）を含む。プロセッサ
及びメモリは、専用論理回路によって追加される及び／又は該専用論理回路に組込まれる
ことができる。
【００５５】
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　ユーザーとの対話を提供するために、上記技術は、ユーザーに対して情報を表示するた
めの、例えば、ＣＲＴ（ブラウン管）、プラズマ、又はＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モニ
タといった表示装置、及びユーザーがコンピュータに入力（例えば、ユーザーインタフェ
ース要素と対話）できるようにする、キーボードや、例えば、マウス、トラックボール、
タッチパッド、又はモーションセンサといったポインティング装置と通信するコンピュー
タに実装されることができる。他の種類の装置も、ユーザーとの対話を提供するために使
用されることができ；例えば、ユーザーに提供されるフィードバックは、任意の形の感覚
フィードバック、例えば、視覚フィードバック、聴覚フィードバック、又は触覚フィード
バックとすることができ；ユーザーからの入力は、音、発話、及び／又は、触覚による入
力を含む任意の形で受付けられる。
【００５６】
　上記技術は、バックエンドコンポーネントを含む分散コンピューティングシステムに実
装されることができる。バックエンドコンポーネントは、例えば、データサーバ、ミドル
ウェアコンポーネント、及び／又はアプリケーションサーバとすることができる。上記技
術は、フロントエンドコンポーネントを含む分散コンピューティングシステムに実装され
ることができる。フロントエンドコンポーネントは、例えば、グラフィカルユーザーイン
タフェース（ＧＵＩ）、ユーザーが実装例と対話できるウェブ・ブラウザ、及び／又は他
の送信装置用グラフィカルユーザーインタフェースを有するクライアントコンピュータと
することができる。上記技術は、かかるバックエンドコンポーネント、ミドルウェアコン
ポーネント、又はフロントエンドコンポーネントの任意の組合せを含む分散コンピューテ
ィングシステムに実装されることもできる。
【００５７】
　コンピューティングシステムのコンポーネントは、デジタル又はアナログデータ通信の
任意の形又は媒体（例えば、通信ネットワーク）を含むことができる伝送媒体によって相
互接続されることができる。 伝送媒体は、１つ若しくは複数のパケットベースのネット
ワーク、及び／又は１つ若しくは複数の回路ベースのネットワークを、任意の構成で含む
ことができる。パケットベースのネットワークとしては、例えば、インターネット、事業
者インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワーク（例えば、ローカルエリアネットワー
ク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、キャンパスエリアネットワーク（ＣＡＮ）
、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ホームエリアネットワーク（ＨＡＮ）
）、プライベートＩＰネットワーク、ＩＰ構内交換機（ＩＰＢＸ）、無線ネットワーク（
例えば、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、ブルートゥース（登録商標）、Ｗｉ－Ｆ
ｉ（登録商標）、ＷｉＭＡＸ（登録商標）、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ネッ
トワーク、ＨｉｐｅｒＬＡＮ）、及び／又は他のパケットベースのネットワークを挙げる
ことができる。回路ベースのネットワークとしては、例えば、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ
）、レガシー構内交換機（ＰＢＸ）、無線ネットワーク（例えば、ＲＡＮ、符号分割多重
アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元アクセス（ＴＤＭＡ）ネットワーク、グ
ローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））ネットワー
ク）、及び／又は他の回路ベースのネットワークを挙げることができる。
【００５８】
　伝送媒体を通した情報転送は、１つ又は複数の通信プロトコルに基づくことができる。
通信プロトコルとしては、例えば、イーサネット（登録商標）プロトコル、インターネッ
トプロトコル（ＩＰ）、ボイスオーバーＩＰ（ＶＯＩＰ）、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）プロ
トコル、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、セッション初期化プロトコル（
ＳＩＰ）、Ｈ．３２３、メディアゲートウェイ制御プロトコル（ＭＧＣＰ）、Ｎｏ．７信
号方式（ＳＳ７）、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ（ＧＳＭ（
登録商標））プロトコル、プッシュツートーク（ＰＴＴ）プロトコル、ＰｏＣ（ＰＴＴ－
ｏｖｅｒ－Ｃｅｌｌｕｌａｒ）プロトコル、及び／又は、他の通信プロトコルが挙げられ
る。
【００５９】
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　コンピューティングシステムの装置としては、例えば、コンピュータ、ブラウザ装置を
有するコンピュータ、電話、ＩＰ電話、モバイル機器（例えば、携帯電話、携帯情報端末
（ＰＤＡ）装置、ラップトップコンピュータ、電子メール装置）、及び／又は他の通信装
置を挙げることができる。ブラウザ装置としては、例えば、ワールドワイドウェブのブラ
ウザ（例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社から入手可能なＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）イ
ンターネットエクスプローラ（登録商標）、Ｍｏｚｉｌｌａ社から入手可能なＭｏｚｉｌ
ｌａ（登録商標）Ｆｉｒｅｆｏｘ）がインストールされたコンピュータ（例えば、デスク
トップコンピュータ、ラップトップコンピュータ）が挙げられる。モバイルコンピューテ
ィング装置としては、例えば、ブラックベリー（登録商標）が挙げられる。ＩＰ電話とし
ては、例えば、Ｃｉｓｃｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ社から利用可能なＣｉｓｃｏ（登録商標）Ｕ
ｎｉｆｉｅｄ　ＩＰ　Ｐｈｏｎｅ　７９８５Ｇ、及び／又はＣｉｓｃｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
社から利用可能なＣｉｓｃｏ（登録商標）Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｈｏｎ
ｅ　７９２０が挙げられる。
【００６０】
　「含む、備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ、ｉｎｃｌｕｄｅ）」及び／又は其々の複数形は、
非限定を表し、記載された要素を含み、記載されていない更なる要素を含むこともできる
。「及び／又は」（「及び」を「並びに」に置き換えた場合や、「又は」を「若しくは」
に置き換えた場合も同様）は、非限定を表し、記載された要素の１つ又は複数を含むと共
に、記載された要素の組合せを含む。
【００６１】
　当業者は、本発明が、本発明の思想又は基本的な特徴から逸脱することなく、他の特定
の形態で、具現化されてもよいことを理解されたい。以上の実施形態は、従って、本明細
書に記載された発明を限定するよりむしろ、あらゆる点で、例示と見なされるべきもので
ある。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月5日(2019.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための方法であって、以下を含む該方法：
　　第一コンピューティングデバイスが、前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所
に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関する熱応答係数を生成するステップ、
ただし、前記ステップは、以下を含む：
　　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物内の気温を受け取ること；
　　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物の場所に基づいて、前記建物の
物理的構造データを推測すること；
　　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物内の気温、及び前記建物の場所
に関連する気象データに基づいて、前記建物の１以上の壁内の一時的な温度を決定するこ
と；
　　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記一時的な温度に基づいて、前記物理
的構造データを調節すること；及び
　　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記調節された物理的構造データに基づ
いて、前記建物の前記熱応答係数を生成すること；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、一日の間で複数の異なる時間ポイントそれ
ぞれに関する前記建物のエネルギー応答を予想するステップであって、各エネルギー応答



(20) JP 2019-190823 A 2019.10.31

は、前記熱応答係数と、時間ポイントのうちの１つに関する前記建物の位置に関連する予
報される気象条件に基づく、該ステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物に関連するエネルギー消費コスト
に基づいて、前記建物の最小エネルギー要求量を選択するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記対応するエネルギー応答と前記最小エ
ネルギー要求量とに基づいて、複数の異なる時間ポイントそれぞれに関する前記建物の１
シリーズの温度設定ポイントを決定するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記１シリーズの温度設定ポイントを前記
建物のサーモスタットに伝送するステップ；並びに、
　　前記サーモスタットに記憶された時間の値が、１シリーズの各温度設定ポイントに関
連する時間ポイントとマッチするときに、前記サーモスタットが、一シリーズの各温度設
定ポイントを使用して、前記サーモスタットの稼働パラメータを調整するステップ。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記物理的構造データが以下のうち少なくとも１つを
含む該方法：サーマルマス、隙間風、窓の相対面積、断熱量、建築材料、前記建物の隙間
風、及び関連するＨＶＡＣシステムの効率。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイスが、前記予想さ
れたエネルギー応答を、既定の基準に基づいてランク付けするステップを更に含む該方法
。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、エネルギー応答を予想するステップが、前記建物に関
連する前記エネルギー消費コストに更に基づく該方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記エネルギー消費コストが、様々な外部の温度に対
して前記建物内の温度を変化させるのに必要な電力量を表す該方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記エネルギーの特性が前記建物内の温度と前記建物
のＨＶＡＣシステムの状態を含み、前記ＨＶＡＣシステムが１以上の段階加熱又は冷却ユ
ニットを含む該方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記最小エネルギー要求量が前記建物でのＨＶＡＣシ
ステム及び前記ＨＶＡＣシステムのデューティ比での電力消費量を含む該方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、１以上の温度設定ポイントを決定することが前記建物
の利用者によってもたらされる快適嗜好性に更に基づく該方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイスがエラー訂正の
ために前記生成した熱応答係数を調節するステップを更に含む方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、選択された前記最小エネルギー要求量が前記建物の利
用者によって提供された快適嗜好性に少なくとも基づき、
　前記方法が更に以下のステップを含む該方法：
　　第二のコンピューティングデバイスが、第二のシリーズの温度設定ポイントを決定す
るステップであって、該ポイントは、より少ないエネルギー使用のために前記建物の前記
エネルギー応答を変更し、前記快適嗜好性から多様化するステップ；及び
　　第二のコンピューティングデバイスが前記決定された温度設定ポイントを前記建物の
前記サーモスタットへ伝送するステップ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、前記第二のコンピューティングデバイスがエネルギ
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ー提供者によって操作される該方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法であって、前記第二のコンピューティングデバイスが、より少
ないエネルギー使用のために前記建物の前記エネルギー応答を変更することによって節約
されたエネルギー量を決定するステップを更に含む方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、前記第二のコンピューティングデバイスが、前記節
約されたエネルギー量を、対応するエネルギー消費コストに変換するステップを更に含む
方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　建物に供給するために利用可能なエネルギーの価格を前記第一コンピューティングデ
バイスが決定するステップ；
　　各エネルギー応答及び前記最小エネルギー要求量に基づいて、前記建物に関連し且つ
保存されたエネルギー量を前記第一コンピューティングデバイスが決定するステップ；及
び
　　前記保存されたエネルギー量及び前記エネルギーの価格に基づく前記建物の前記サー
モスタットに対するエネルギー消費アクションを、前記第一コンピューティングデバイス
が伝送するステップ。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む方法：
　　前記サーモスタットが受け取った前記１シリーズの温度設定ポイントに基づいて、前
記建物内の温度作用装置の使用を制御するステップ。
【請求項１６】
　建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのシステムであって、以下を含む該シ
ステム：
　第一コンピューティングデバイスであって、以下を行うように構成される該デバイス：
　　前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、
前記建物に関する熱応答係数を生成すること、ただし、前記生成することは以下を含む；
　　　前記建物内の気温を受け取ること；
　　　前記建物の場所に基づいて、前記建物の物理的構造データを推測すること；
　　　前記建物内の気温、及び前記建物の場所に関連する気象データに基づいて、前記建
物の１以上の壁内の一時的な温度を決定すること；
　　　前記一時的な温度に基づいて、前記物理的構造データを調節すること；及び
　　　前記調節された物理的構造データに基づいて、前記建物の熱応答係数を生成するこ
と；
　　一日の間で複数の異なる時間ポイントそれぞれに関する前記建物のエネルギー応答を
予想することであって、各エネルギー応答は、前記熱応答係数と、時間ポイントのうちの
１つに関する建物の場所に関連する予報される気象条件に基づく、該予想すること；
　　前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、前記建物の最小エネルギー要
求量を選択すること；
　　前記対応するエネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて、複数の異な
る時間ポイントそれぞれに関する前記建物の１シリーズの温度設定ポイントを決定するこ
と；及び
　　前記１シリーズの温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送すること、こ
こで、前記サーモスタットに記憶された時間の値が、１シリーズの各温度設定ポイントに
関連する時間ポイントとマッチするときに、前記サーモスタットは、一シリーズの各温度
設定ポイントを使用して、前記サーモスタットの稼働パラメータを調整する。
【請求項１７】
　　請求項１６に記載のシステムであって、前記物理的構造データが以下のうち少なくと
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も１つを含む該システム：サーマルマス、隙間風、窓の相対面積、断熱量、建築材料、前
記建物の隙間風、及び関連するＨＶＡＣシステムの効率。
【請求項１８】
　請求項１６に記載のシステムであって、前記第一コンピューティングデバイスが、前記
予想されたエネルギー応答を、既定の基準に基づいてランク付けすることを更に含む該シ
ステム。
【請求項１９】
　請求項１６に記載のシステムであって、エネルギー応答を予想することが、前記建物に
関連する前記エネルギー消費コストに更に基づく該システム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のシステムであって、前記エネルギー消費コストが、様々な外部の温
度に対して前記建物内の温度を変化させるのに必要な電力量を表す該システム。
【請求項２１】
　請求項１６に記載のシステムであって、前記エネルギーの特性が前記建物内の温度と前
記建物のＨＶＡＣシステムの状態を含み、前記ＨＶＡＣシステムが１以上の段階加熱又は
冷却ユニットを含む該システム。
【請求項２２】
　請求項１６に記載のシステムであって、前記最小エネルギー要求量が前記建物でのＨＶ
ＡＣシステム及び前記ＨＶＡＣシステムのデューティ比での電力消費量を含む該システム
。
【請求項２３】
　請求項１６に記載のシステムであって、１以上の温度設定ポイントを決定することが前
記建物の利用者によってもたらされる快適嗜好性に更に基づく該システム。
【請求項２４】
　請求項１６に記載のシステムであって、前記第一コンピューティングデバイスがエラー
訂正のために前記生成した熱応答係数を調節するよう更に構成されるシステム。
【請求項２５】
　請求項１６に記載のシステムであって、選択された前記最少エネルギー要求量が前記建
物の利用者によって提供された快適嗜好性に少なくとも基づき、
　前記システムが、以下のように構成される第二のコンピューティングデバイスをさらに
含む該システム：
　　第二のシリーズの温度設定ポイントを決定することであって、該ポイントは、より少
ないエネルギー使用のために前記建物の前記エネルギー応答を変更し、前記快適嗜好性か
ら多様化する、該決定すること；及び
　　前記決定された温度設定ポイントを前記建物の前記サーモスタットへ伝送すること。
【請求項２６】
　請求項２５に記載のシステムであって、前記第二のコンピューティングデバイスがエネ
ルギー提供者によって操作される該システム。
【請求項２７】
　請求項２５に記載のシステムであって、前記第二のコンピューティングデバイスが、よ
り少ないエネルギー使用のために前記建物の前記エネルギー応答を変更することによって
節約されたエネルギー量を決定するよう更に構成される、該システム。
【請求項２８】
　請求項２７に記載のシステムであって、前記第二のコンピューティングデバイスが、前
記節約されたエネルギー量を、対応するエネルギー消費コストに変換するよう更に構成さ
れる、該システム。
【請求項２９】
　請求項１６に記載のシステムであって、前記第一のコンピューティングデバイスが、更
に以下のように構成される、該システム：
　　建物に供給するために利用可能なエネルギーの価格を決定すること；
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　　各エネルギー応答及び前記最小エネルギー要求量に基づいて、前記建物に関連し且つ
保存されたエネルギー量を決定すること；及び
　　前記保存されたエネルギー量及び前記エネルギーの価格に基づく前記建物の前記サー
モスタットに対するエネルギー消費アクションを、伝送すること。
【請求項３０】
　コンピュータ・プログラム製品であって、非一時的コンピュータ可読記憶装置で具現化
される製品であり、建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための製品であり、前記
コンピュータ・プログラム製品は、動作可能な指示を含み、該指示は、第一のコンピュー
ティングデバイスに以下のことを行わせる、該製品：
　　前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、
前記建物に関する熱応答係数を生成すること、ただし、前記生成することは以下を含む；
　　　前記建物内の気温を受け取ること；
　　　前記建物の場所に基づいて、前記建物の物理的構造データを推測すること；
　　　前記建物内の気温、及び前記建物の場所に関連する気象データに基づいて、前記建
物の１以上の壁内の一時的な温度を決定すること；
　　　前記一時的な温度に基づいて、前記物理的構造データを調節すること；及び
　　　前記調節された物理的構造データに基づいて、前記建物の前記熱応答係数を生成す
ること；
　　一日の間で複数の異なる時間ポイントそれぞれに関する前記建物のエネルギー応答を
予想することであって、各エネルギー応答は、前記熱応答係数と、時間ポイントのうちの
１つに関する建物の場所に関連する予報される気象条件に基づく、該予想すること；
　　前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、前記建物の最小エネルギー要
求量を選択すること；
　　前記対応するエネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて、複数の異な
る時間ポイントそれぞれに関する前記建物の１シリーズの温度設定ポイントを決定するこ
と；及び
　　前記１シリーズの温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送すること、こ
こで、前記サーモスタットに記憶された時間の値が、１シリーズの各温度設定ポイントに
関連する時間ポイントとマッチするときに、前記サーモスタットは、一シリーズの各温度
設定ポイントを使用して、前記サーモスタットの稼働パラメータを調整する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　当業者は、本発明が、本発明の思想又は基本的な特徴から逸脱することなく、他の特定
の形態で、具現化されてもよいことを理解されたい。以上の実施形態は、従って、本明細
書に記載された発明を限定するよりむしろ、あらゆる点で、例示と見なされるべきもので
ある。
　本発明は一側面において以下の発明を包含する。
（発明１）
　建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための方法であって、以下を含む該方法：
　　第一コンピューティングデバイスが、前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所
に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成するステ
ップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所
に関連した気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー応答を予想するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物に関連するエネルギー消費コスト
に基づいて、前記建物の最小エネルギー要求量を選択するステップ；
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　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記エネルギー応答と前記最小エネルギー
要求量とに基づいて前記建物に関する１以上の温度設定ポイントを決定するステップ；及
び
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記１以上の温度設定ポイントを前記建物
のサーモスタットに伝送するステップ。
（発明２）
　発明１に記載の方法であって、前記組の熱応答係数を生成するステップが、前記建物の
物理的データに更に基づく該方法。
（発明３）
　発明２に記載の方法であって、前記物理的データが以下のうち少なくとも１つを含む該
方法：サーマルマス、隙間風、窓の相対面積、断熱量、建築材料、前記建物の隙間風、及
び関連するＨＶＡＣシステムの効率。
（発明４）
　発明１に記載の方法であって、前記予想されたエネルギー応答を、既定の基準に基づい
てランク付けするステップを更に含む該方法。
（発明５）
　発明１に記載の方法であって、エネルギー応答を予想するステップが、前記建物に関連
する前記エネルギー消費コストに更に基づく該方法。
（発明６）
　発明５に記載の方法であって、前記エネルギー消費コストが、様々な外部の温度に対し
て前記建物の温度を変化させるのに必要な電力量を表す該方法。
（発明７）
　発明１に記載の方法であって、前記エネルギーの特性が前記建物内の温度と前記建物の
ＨＶＡＣシステムの状態を含み、前記ＨＶＡＣシステムが１以上の段階加熱又は冷却ユニ
ットを含む該方法。
（発明８）
　発明１に記載の方法であって、前記最小エネルギー要求量が前記建物でのＨＶＡＣシス
テム及び前記ＨＶＡＣシステムのデューティ比での電力消費量を含む該方法。
（発明９）
　発明１に記載の方法であって、１以上の温度設定ポイントを決定することが気象予報デ
ータ、前記建物の利用者によってもたらされる快適嗜好性、又はこれら両方に更に基づく
該方法。
（発明１０）
　発明１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　前記第一コンピューティングデバイスがユーザーに提示するために、前記予想された
エネルギー応答をリモート・コンピューティングデバイスに伝送するステップ。
（発明１１）
　発明１０に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　前記リモート・コンピューティングデバイスから、前記ユーザーが行った入力に基づ
いて温度の好みの情報を受け取るステップ。
（発明１２）
　発明１に記載の方法であって、前記サーモスタットに伝送された前記１以上の温度設定
ポイントが、ある期間前記サーモスタットを制御するためのスケジュールを含む該方法。
（発明１３）
　発明１に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイスが、リモートセン
サのネットワークから前記気象データを受信するステップを更に含む該方法。
（発明１４）
　発明１３に記載の方法であって、前記気象データがリアルタイムで受信される該方法。
（発明１５）
　発明１に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイスが前記建物内のＨ
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ＶＡＣシステムに接続された装置から前記サーモスタットデータを受信するステップを更
に含む方法。
（発明１６）
　発明１５に記載の方法であって、前記サーモスタットデータを既定の時間間隔で受信す
る該方法。
（発明１７）
　発明１５に記載の方法であって、前記サーモスタットデータをリアルタイムで受信する
該方法。
（発明１８）
　発明１に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイスがエラー訂正のた
めに前記生成した組の熱応答係数を調節するステップを更に含む方法。
（発明１９）
　発明１に記載の方法であって、前記調節することが、前記生成した組の熱応答係数から
、異常なものをフィルタリングすることを含む該方法。
（発明２０）
　発明１に記載の方法であって、前記気象データが前記建物の前記場所の現在の気象条件
、前記建物の前記場所の予想気象条件、前記建物の前記場所での太陽負荷、又は任意のこ
れらの組合せを含む該方法。
（発明２１）
　発明１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　前記第一コンピューティングデバイスが前記建物の前記予想されたエネルギー応答を
、１以上の他の建物の予想されたエネルギー応答と比較するステップ；及び
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物の前記予想されたエネルギー応答
を、前記比較に基づいてランク付けするステップ。
（発明２２）
　発明１に記載の方法であって、前記選択された最適のエネルギー要求が前記建物の利用
者によって提供された快適嗜好性に少なくとも基づき、
　前記方法が更に以下のステップを含む該方法：
　　第二のコンピューティングデバイスが、１以上の温度設定ポイントを決定するステッ
プであって、該ポイントは、より少ないエネルギー使用のために前記建物の前記エネルギ
ー応答を変更し、前記快適嗜好性から多様化するステップ；及び
　　第二のコンピューティングデバイスが前記決定された温度設定ポイントを前記建物の
前記サーモスタットへ伝送するステップ。
（発明２３）
　発明２２に記載の方法であって、前記第二のコンピューティングデバイスがエネルギー
提供者によって操作される該方法。
（発明２４）
　発明２２に記載の方法であって、前記第一コンピューティングデバイス及び前記第二の
コンピューティングデバイスが同一のデバイスである該方法。
（発明２５）
　発明２２に記載の方法であって、より少ないエネルギー使用のために前記建物の前記エ
ネルギー応答を変更することによって節約されたエネルギー量を決定するステップを更に
含む方法。
（発明２６）
　発明２２に記載の方法であって、節約された前記エネルギー量を、対応するエネルギー
消費コストに変換するステップを更に含む方法。
（発明２７）
　発明１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む該方法：
　　建物に供給するために利用可能なエネルギーの価格を前記第一コンピューティングデ
バイスが決定するステップ；
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　　前記エネルギー応答及び前記最小エネルギー要求量に基づいて、前記建物に関連し且
つ保存されたエネルギー量を前記第一コンピューティングデバイスが決定するステップ；
及び
　　前記建物の前記サーモスタットに対するエネルギー消費アクションを、前記保存され
たエネルギー量及び前記エネルギーの価格に基づいて、前記第一コンピューティングデバ
イスが伝送するステップ。
（発明２８）
　発明２７に記載の方法であって、前記保存されたエネルギー量が、所与の期間中の異な
るポイントで決定される該方法。
（発明２９）
　発明１に記載の方法であって、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成することが、
更にスマートメーターのデータに基づく該方法。
（発明３０）
　発明１に記載の方法であって、更に以下のステップを含む方法：
　　前記サーモスタットが受け取った前記１以上の温度設定ポイントに基づいて、前記建
物内の温度作用装置の使用を制御するステップ。
（発明３１）
　発明３０に記載の方法であって、前記温度作用装置が、ファン、加湿器及びライトシェ
イドを含む該方法。
（発明３２）
　建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのコンピュータ化されたシステムであ
って、以下を含む該システム：
　第一コンピューティングデバイスであって、以下を行うように構成される該デバイス：
　　前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、
前記建物に関する１組の熱応答係数を生成すること；
　　前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所に関連した気象予報とに基づいて、前記建
物のエネルギー応答を予想すること；
　　前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、最小エネルギー要求量を選択
すること；
　　前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以
上の温度設定ポイントを決定すること；及び
　　前記１以上の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送すること。
（発明３３）
　コンピュータ・プログラム製品であって、非一時的コンピュータ可読記憶媒体で具現化
される製品であり、建物のエネルギー消費を最適化及び制御するための製品であり、前記
コンピュータ・プログラム製品は、動作可能な指示を含み、該指示は、データ処理装置に
以下のことを行わせる、該製品：
　　前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、
前記建物に関する１組の熱応答係数を生成すること；
　　前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所に関連した気象予報とに基づいて、前記建
物のエネルギー応答を予想すること；
　　前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、最小エネルギー要求量を選択
すること；
　　前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以
上の温度設定ポイントを決定すること；及び
　　前記１以上の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送すること。
（発明３４）
　建物のエネルギー消費を最適化及び制御するためのシステムであって、以下の手段を備
えるシステム：
　　前記建物のエネルギーの特性と前記建物の場所に関連した気象データとに基づいて、
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前記建物に関する１組の熱応答係数を生成するための手段；
　　前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所に関連した気象予報とに基づいて、前記建
物のエネルギー応答を予想するための手段；
　　前記建物に関連するエネルギー消費コストに基づいて、前記建物の最小エネルギー要
求量を選択するための手段；
　　前記エネルギー応答と前記最小エネルギー要求量とに基づいて前記建物に関する１以
上の温度設定ポイントを決定するための手段；及び
　　前記１以上の温度設定ポイントを前記建物のサーモスタットに伝送するための手段。
（発明３５）
　　建物内の保存されたエネルギーをコンピューティングする方法であって、以下のステ
ップを含む該方法：
　　第一コンピューティングデバイスが、建物に供給するために利用可能なエネルギーの
価格を決定するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物のエネルギーの特性と前記建物の
場所に関連した気象データとに基づいて、前記建物に関する１組の熱応答係数を生成する
ステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記組の熱応答係数と前記建物の前記場所
に関連した気象予報とに基づいて、前記建物のエネルギー応答を予想するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記建物に関連するエネルギー消費コスト
に基づいて、前記建物の最小エネルギー要求量を選択するステップ；
　　前記第一コンピューティングデバイスが、前記エネルギー応答と前記最小エネルギー
要求量とに基づいて前記建物に関する１以上の温度設定ポイントを決定するステップ；及
び
　　前記第一コンピューティングデバイスが前記１以上の温度設定ポイントを前記建物の
サーモスタットに伝送するステップ。
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